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5む すびにかえて

はじめに

21世 紀初頭の英国における雇用関係では,労 働者が個人 として,そ の雇用労働条件 を使用

者 と争 う労働紛争 いわゆる個別労働紛争 が多 く発生 している。また,そ のために,そ の解

決を促進する司法 と行政の諸機関が整備されている。すなわち,司 法機関ない し労働裁判所 と

しての雇用 審判 所(ET:EmploymentTribunal)な どであ り,行 政機 関 と して のACAS

(Advisory,Conciliation,andArbitrationService:エ イカス)な どであるD。

本論文の課題は,英 国における個別労働紛争を研究する理論概念の諸問題を考察するととも

に,雇 用審判所 とACASに 係属する事件 に焦点を合 わせ て,英 国における個別労働紛争 を史

的に概観することである。

本論文の課題 をなぜおこなうのか。直接の理由は,個 別労働紛争が,英 国にかぎらず 日本を

含むい くつかの先進工業国において,現 在 と将来の雇用関係における重要な問題の一つ となる

と私は考えるか らである。ついで間接の理由は,個 別労働紛争に研究関心 を向けるには,理 論

枠組 としての集団的労使関係論からの脱却 という理論転換が必要 と私は考えるが ,本 論文の課

題を果たす ことは,そ うした理論転換への ささやかな助走 となると思うからである。

1理 論概念の諸問題

英国における個別労働紛争を研究するためには,そ の研究にかかわる理論概念の諸問題につ

いて,整 理 し考察 してお く必要がある。

1-1「 雇用関係」概念の導入

第一の概念問題 は,「労使関係(lndustrialRelations)」 概念 を限定す るとともに,「雇用関

係(EmploymentRelations)」 概念の導入が必要なことである。

「労使関係」についての私の定義は,労 働組合などが,何 らかの入力 をもって 「交渉」「協議」

などの集団的な関係を使用者と取 り結び,そ れによって労使間ルールを形成 し,ひ いては雇用

労働条件を決定することである。 この定義の重要な含意は,第 一 に,そ れが労働者と使用者の

問の集団的な関係であることであ り,第 二に,「交渉」「協議」などのく方法〉によって労使間

ルールが形成され,ひ いては雇用労働条件が決定されることである。いいかえると,集 団的で
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ない労働者使用者関係とか,「 交渉」「協議」 などのく方法〉によって労使間ルールや雇用労働

条件が形成 されない労働者使用者関係は,私 の定義する 「労使関係」ではない。

「労使関係」 をこう定義すると,現 代社会には,「労使関係」でない労働者使用者関係が広範

に存在することになる。なお本論文では,21世 紀初頭を 「現代」 と考えている。第二の含意

から例示 しよう。市場メカニズムの直接的作用によって雇用労働条件が決定 されることは,現

代社会で珍 しくない。この場合の〈方法〉は市場メカニズムであって,こ れで雇用労働条件が

決定される労働者使用者関係は 「労使関係」ではない。あるいは,使 用者によって一方的に雇

用労働条件が決定されるというく方法〉も珍 しくないが,こ の労働者使用者関係 も「労使関係」

ではない。そ して使用者が,労 働者のモーチベーシ ョンを喚起することによって,労 働支出へ

の労働者の合意 を獲得するとい うく方法〉もあるが,こ の〈方法〉で雇用労働条件が決定され

る労働者使用者関係 は 「労使関係」ではない。また第一の含意の例示 としては,個 別労働紛争

は文字 どお りの個別的な労働者使用者関係が紛争状態にあることだか ら,こ の労働者使用者関

係も 「労使関係」ではない。

そこで私は,「労使関係」であろうとなかろうと,す べての労働者使用者関係を 「雇用関係」

と定義する。「雇用関係」概念の導入である。 したがって,「労使関係」は 「雇用関係」に含 ま

れる一つの関係 となる。「雇用関係」概念の導入が必要 となるのは,私 の定義する 「労使関係」

でない労働者使用者関係が広範に進展 しつつあ り,そ れを 「労使関係」と区別して概念化する

必要があるからである。 もちろん,「労使関係」でない労働者使用者関係 は以前から存在 した

が,そ の存在は労使関係研究者 によって事実上なが く無視 されてきた。「労使関係」こそが 目

指すべ き規範モデル とみなされたため,注 目す る必要がなかったからである。 しか し,「労使

関係」の衰退にともなって,そ の無視が もはや不可能となったとい うことである。

実のところ,こ の10年 間の英国と米国では,「雇用関係」を私の定義 と同一または類似に定

義 したうえで,た とえば書名や論文名に使用することが著 しく増加 しつつある。その使用法は,

「労使関係」に代替 しての使用 も多 く,「労使関係」の使用は減少 している。それは,た とえば

2005年 の米国では,著 名学会の学会名称変更 としてまでに起 こっている2)。英国 と米国では,

もともと,「労使関係」概念 は労働組合の活動 と機能に結びつけて理解 されるのが通例であっ

たから,両 国における労働組合の衰退がつづ くうちに,「 労使関係」 と区別される概念の必要

が感 じられたのである。

私は,本 論文ではじめて,こ の区別を定義する議論をおこなった。その一つの理由は,本 論

文が注 目する雇用審判所の名称に,こ の区別が深 く関わると思うからである。すなわち雇用審

判所(ET二EmploymentTribunal)は,も とは労使審判所(IT:lndustrialTribunal)と 呼

ばれた組織3)で あ り,そ れは1964年 設置であった。その労使審判所が,1996年 に(法 律上は



30 一 経 営 論 集 一

1998年 に)雇 用審判所 と改称 された。この改称に影響 したのは,社 会 にすでに存在 した 「労

使関係」概念か ら 「雇用関係」概念への選好の移行であったろうが,改 称の後は逆に,こ の改

称が 「雇用関係」概念 を社会にさらに普及させたとも考えられる。私はこの雇用審判所に注 目

す るが,そ の改称 を思い起こすと,「労使関係」と 「雇用関係」 との区別に思いをはせざるを

得ない。

1-2理 論枠組としての集団的労使関係論の限界一 「雇用関係」を理解できない一

第二の概念問題は,理 論枠組 としての集団的労使関係論によって,「 労使関係」は理解で き

るものの,「 労使関係」以外の 「雇用関係」は理解できないことである。

理論枠組 としての集団的労使関係論とここでいうのは,英 国ではFlandersandClegg[1954]

とClegg[1970]に,米 国ではDunlop[1958]に 代表 される見地である。理論枠組 としての

集団的労使関係論の中核は,労 働者 と使用者が 「合意」を形成するく方法〉への注 目,す なわ

ち 「交渉」「協議」などのく方法〉による労使間ルールの形成への注 目にあると,私 は理解 し

ている。それは 「合意」形成の〈方法〉に注 目した理論枠組である。 いいかえると,労 働者使

用者間に 「合意」があることだけでは,そ れを理論枠組 としての集団的労使関係論によって理

解することはで きない。他のく方法〉による 「合意」の形成があ りえるか らである。すなわち

「労使関係」以外の 「雇用関係」では,市 場 メカニズムによる決定であれ,使 用者による巧妙な,

または一方的な決定であれ,労 使の当事者がそれを受け入れるならば,と にかく何らかの 「合

意」が形成 されたといってよいかもしれない。しか し,そ うだか らといって,そ れを理論枠組

としての集団的労使関係論によって理解することは不可能なことである。それらは 「合意」形

成のく方法〉が異なるからである。

第二の概念問題は,私 は難解な問題 とは思わなかった。 ところが,石 田光男の主張(た とえ

ば石 田光男[2003])を 読むと,労 働者使用者間に紛争がなければ何 らかの 「合意」が形成 さ

れているはず と石田は考え,ど のようなく方法〉による 「合意」の形成であっても,そ のく方

法〉は不問であ り,に もかかわらず,そ れは理論枠組 としての集団的労使関係論で理解できる

と石田は考えるらしく思われた。石田はく方法〉の重要性を見過ごしてお り,そ れは誤解 と私

は思 う。だか ら,そ れは 「労使関係論フェティシズム」で もある。また,そ れゆえに彼の議論

は混濁 したと感 じた(遠 藤公嗣[2005:70-72])。

1-3理 論枠組 としての集団的労使関係論の限界一 「贈与交換労使関係」を理解できるのか?一

第三の概念問題は,「労使関係」であっても,理 論枠組 としての集団的労使関係論で理解す

ることが不適当な 「労使関係」が存在するかもしれないことである。私が本論文の本節で提起
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する 「贈与交換労使関係(GiftExchangeIndustrialRelations)」 が,ま さにそれである。

集団的労使関係論の理論枠組 をあ らためて確認するならば,労 使間の 「交渉」「協議」など

によって労使間ルールが形成 されるためには,当 事者 としての労使が双方とも,何 らかの 「交

渉力」を保持することが必要不可欠である。注 目すべ きは労働組合側が保持する 「交渉力」は

何かであって,理 論枠組 としての集団的労使関係論が想定 したところの労働組合側 「交渉力」

は労働支出の制限,す なわちス トライキなど争議行為や平時のジ ョブ ・コン トロールなどで

あった。労働支出の制限を労働組合側 「交渉力」と想定 したのが,理 論枠組 としての集団的労

使関係論が対象とした 「労使関係」であった。 この 「労使関係」を 「伝統的労使関係」 と本論

文では呼ぼう。

ところで,私 の考えでは,「伝統的労使関係」 における労働組合側 「交渉力」は二つの前提

条件 を暗黙のうちに想定 していた。その一つの前提条件 は,企 業間競争が無視できる程度であ

るか,ま たは制限可能であったことである。そ して今一つの前提条件は,支 出されるべ き労働

の質が比較的均一であったことである。いいかえると,労 働者の職務能力やモーチベーション

に大 きな差がなかったことである。これらの前提条件のもとで,労 働組合側 「交渉力」は効力

があったといって よい。

ところが,企 業間競争が無視で きないまで激化すると,労 働支出の制限は労働組合側 「交渉

力」 として不適切 となる。労働支出の制限は企業の生産性向上に寄与せず,企 業競争力 を弱化

させ るか らである。 これにかわる 「交渉力」を,労 働組合は獲得 しなければならない。それは

何か。それは,労 働組合が企業の生産性向上に寄与するレベルである。 これが労働組合側 「交

渉力」となる。その 「交渉力」が前提にするのは,支 出されるべ き労働の質が均一でなく,す

なわち労働者の職務能力やモーチベーシ ョンが均一でな く,そ れ らに幅があることである4)。

そ して,ど の程度に労働の質ない し労働者の職務能力やモーチベーションが高められて支出さ

れるのか,質 を高められた労働の支出に労働組合が どれほど協力するのか,総 じていえば 労

働組合が企業の生産性向上にどれほど寄与するのかが,労 働組合側の 「交渉力」である。

使用者側は,こ の点での労働組合による寄与 を高 く評価 しなければならない。 これが使用者

による労働組合の承認 を意味する。また,も ちろんであるが,客 観的にみて,当 該企業は高生

産性であって高収益であ り,企 業間競争で優位でなければならない。こうした諸条件が整って

はじめて,当 該企業の高収益 を原資 として,労 働組合は組合員の労働条件の向上 を使用者にた

い して要求できるし,使 用者はそれに応 じることができる。

生産性向上への寄与度が労働組合側 「交渉力」となった 「労使関係」 を,私 は 「贈与交換労

使関係」と呼ぶ。「贈与交換労使関係」の実態は,相 互信頼的労使関係 とか協調的労使関係 と

これまで呼ばれて きた もの とほぼ同一といってよい。 しか し,こ れ らの呼称は,労 働組合側の
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「交渉力」が何かをあいまいに している。む しろ,「交渉力」の放棄 と理解 されている。それは

適当でない ように私は思 う。そこで私は,「 贈与交換労使関係」 との用語 を新たにつ くった。

この造語の 目的は,労 働組合側 「交渉力」が生産性向上への寄与であることを明確 にし,そ の

「交渉力」の前提が労働の質の不均一にあることを明確にするためである。「贈与交換」は,新

古典派的制度経済学派の効率賃金論が使用する概念 「贈与交換」か らの借用であるが,そ の含

意か らして,こ の借用はかな り適切である と私は考える。また,「 贈与交換労使関係」 との造

語は私が世界で最初であると思 う5》。

「贈与交換労使関係」は一種の 「労使関係」であるに しても,理 論枠組としての集団的労使

関係論によって理解で きるかどうかについて,私 は相当に懐疑的である。不可能なのではなか

ろうか。第一の理由は,「贈与交換労使関係」が想定する労働組合側 「交渉力」の内容と,「伝

統的労使関係」が想定する労働組合側 「交渉力」の内容が,相 当に異なることである。

第二の理由は,「 贈与交換労使関係」が想定する労働組合側 「交渉力」は 「はかなさ」 をと

もなうため,「 贈与交換労使関係」は 「伝統的労使 関係」ほどの安定性や規範性 をもたないこ

とである。ここで労働組合側 「交渉力」の 「はかなさ」とは,た とえば ア)労 働組合だけが

「交渉力」 を独 占できない こと,す なわち,労 働組合が存在 しな くても(あ るいは,労 働組合

が存在 しない方が,と さえいえる場合 もあろう)労 働者は企業の生産性向上に寄与で きること,

イ)生 産性向上への寄与度,す なわち労働組合側'「交渉力」 レベルを選択する裁量の自由が労

働組合 にあるのかどうか疑問なこと,ウ)企 業の生産性向上に労働組合がどれほど大 きく寄与

したとしても,他 の要因によって,当 該企業が低収益であ り企業間競争で劣位であるか もしれ

ず,そ の結果として,労 働条件を向上させる原資が得 られないこと,こ れらである。

私が感 じるに,こ れらの理由にもとつ く懐疑は,英 国と米国の労働研究者によって も,ほ ぼ

共通 して もたれている。英国と米国において,用 語 「労使関係」の使用が減少 し,用 語 「雇用

関係」の使用が著 しく増加 しつつあることには,こ の懐疑がある程度は影響 しているとも考 え

られ よう。

他方,現 代英国においては,一 つの労働組合の行動に 「伝統的労使関係」と 「贈与交換労使

関係」の両者 を同時に観察で きる場合があるように思われ,「 贈与交換労使関係」 と 「伝統的

労使関係」は連続的ともいえる。また理論的にも,労 働組合側 「交渉力」は,労 働支出のマイ

ナスの程度か(伝 統的労使関係),そ れ ともプラスの程度か(贈 与交換労使関係)を 意味す る

と考 えて,「 交渉力」を同一スケール上 に連続的に理解す ることが可能かもしれない6)。 もっ

とも,だ からといって,理 論枠組 としての集団的労使関係論によって 「贈与交換労使関係」 を

理解することは容易でないであろう。こうした論点については,私 はさらに考えてみたいと思

う。
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1-4「 贈与交換労使関係」と個別労働紛争

「贈与交換労使関係」の進展は,そ のほぼ 「対極」に位置する個別労働紛争の増加と,正 の

相関関係 にあると理論的に考えられる。つぎのような相 関関係である。「贈与交換労使関係」

の進展は,労 働支出の制限という 「交渉力」を労働組合が縮小 し放棄することを促進する。こ

の 「交渉力」で重要なのは,争 議行為の縮小ないし放棄はもとよりであるが,そ れ以上 に重要

とす らいえるのは,平 時のジョブ ・コン トロールの縮小 ないし放棄である。ジ ョブ ・コン トロー

ルとは,た とえば,新 機械の導入による職務配置転換や剰員解雇などについて,労 働組合や職

場の労働者集団が公式非公式のルールを設定 して,使 用者の自由な実施を制限 し,関 係労働者

の利益 を守る行為である。「贈与交換労使関係」の進展はこの行為すなわちジョブ ・コン トロー

ルの縮小ない し放棄を労働組合 に促進する。

しか し,こ のことは,関 係労働者の少なか らずが,た とえば新機械 の導入によって職務を配

置転換 されるとか,剰 員解雇 を通告 されるとかの,直 接的な影響 を受けることを意味する。影

響 を受ける個々の関係労働者のなかには,一 方では,職 務配置転換や剰員解雇による不利益を

様々な理由から甘受する労働者 も存在するであろうが,他 方では,そ れらによる不利益 を耐え

がたい と感 じる労働者 もまた,必 ず といって よいほ ど出現するであろう。影響を受ける労働者

の全員が不利益を甘受するとの想定は,空 想的である7)。 ところで,不 利益 を耐えがたいと感

じる労働者が出現 した場合,こ の労働者が組合員であっても,不 利益を解消する努力を労働組

合は十分におこなうことができない。その努力が企業の生産性向上に寄与 しない,ま たは逆に,

生産性を損 なう可能性が大 きいか らである。そこで,こ の労働者の不利益は,こ の労働者を一

方の当事者 とする個別労働紛争の原因となる。

理論的には,「 贈与交換労使関係」の進展 と個別労働紛争の増加は,正 の相関関係にあると

考 えられる。

補論 小池和男による労働組合側 「交渉力」の概念

「贈与交換労使関係」が想定する労働組合側 「交渉力」の 「はかなさ」を考察するのに示唆

的なのは,小 池和男[1981,1983,1984,1991.1999,2005]お よび白木三秀[1984]で ある。

小池和男 は,か つて1980年 代の労使関係 を調査す るプロジェク トの開始に際 して,つ ぎの

ような調査仮説 を述べた。

「[日本の労働組合が]分 配で も参加で もがんばるには,い うまでもなく交渉力が必要である。

この組合像の場合 どこに交渉力 を求めることができるのか。長いス トライキにたよるという

のか。いやその見通 しは乏 しい。 ・…

ではいったい交渉力 をどこに求めればよいのか。おそ らく,高 い知的熟練の発揮それ自体 に
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あろう。高い労働意欲の発揮 をやめること,す なわち,生 産や仕事の工夫 をやめることにあろ

う。それが企業にとってきわめて有効であったが故に,そ れを中断することが最 も効果的 とな

ろう。ス トライキの多少をもって,そ こに働 く人々の発言意欲をはかっては,片 手落ちとなろ

う。」(小 池和男[1981:8-9])

ここで小池は,い わゆる相互信頼的労使関係における労働組合側 「交渉力」に注 目したうえ

で,そ れは何かを指摘 している。その労働組合側 「交渉力」 としての指摘 は,こ こでの小池が

おそらく日本初であ り,慧 眼である。それは,私 が 「贈与交換労使関係」で想定する労働組合

側 「交渉力」 と,ほ ぼ同一といってよい。なお,そ れを 「知的熟練」 との用語で小池は述べた

が,こ こでは 「労働意欲の発揮」「生産や仕事の工夫」との意味であ り,の ちに小池が自説の

重要概念 として使用する 「知的熟練」の意味ではない。 自説の重要概念 としての 「知的熟練」

概念の使用 を小池がは じめるのは,こ の記述から6年 後の1987年 のことである。

小池は,調 査実施の後の報告書の中でも,同 趣旨の仮説 を再論 した。つ ぎのとお りである。

「深い内部化の もとで,発 言力 をもつ組合 をつ くるのはむずか しいのだろうか。わた くしの考

えでは,そ こでの交渉力はパイの増大への寄与能力 によるのではなかろうか。深い内部化とは

高い技能をもっていた。高い技能を要するところでは,X効 率一 「個人の努力」の範囲が大

きい。高い労働意欲か否かによる差異が甚だ しい。労働組合 と組合員がパイの増大への寄与 を

減 らせば,そ の経営への打撃は大 きい。 これを経営側からいえば 高い労働意欲 をひきだすに

は,そ れなりの発言を認めざるをえないことになる。」(ノ」・池和男[1984:235])。

しか し,こ れ につづ く箇所(小 池和男[1984:237-241])を 読むと,労 働組合側 「交渉力」

を 「パイの増大への寄与能力」であると小池が真に認識 しているのか どうか,私 は非常に疑問

になる。

とい うのは,第 一に,こ の労働組合側 「交渉力」すなわち 「パ イの増大への寄与能力」は,

労働組合 の 「パイの増大についての参加」 と同義であると,小 池は認識 したらしく思われるこ

とである。しか し,こ れは誤解 と思う。小池 自身が述べたように,「パイの増大についての参加」

で労働組合ががんばることのできる源泉力が労働組合の 「パイの増大への寄与能力」であって,

「パイの増大 についての参加」の程度が 「パ イの増大への寄与能力」の程度ではない。第二に,

「パ イの増大についての参加」の程度の指標 を,労 働組合 による規制に求めたことである。す

なわち,「QC活 動の諸条件 一就業時間内で行なうか,時 間外か,時 間外ならその賃金 を払 うか,

割増率は どうす るか,そ の成果を成績査定につかうかなどを,組 合が交渉 していれば,」 また

「生産計画 … 新機械の導入を 一 ・組合側の意見でときに修正 もある」なら,そ れは組合

の発言が 「つ よい」と判断 した。 しか し,こ れらは労働組合の 「パイの増大への寄与能力」の

程度の指標 とは考 えられない。む しろ,「 伝統的労使関係」における労働組合側 「交渉力」 と
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してのジ ョブ ・コン トロールの指標 と考えられる。 したがって,「 パイの増大への寄与能力」

の指標がジ ョブ ・コン トロールの指標であるという小池の論理は,奇 妙にねじれている。

ね じれは ともか くとして,実 施 された調査の結果は興味深い。それをみておこう。白木三秀

[1984]が それである。白木は,あ る企業の労働組合員に質問紙調査 を実施 し,「コス トに挑戦

運動」 とのQC活 動に参加することについて,組 合員の 「負担意識」に くわえて,「組合とし

ても,も っ と協力 した方がよい」か,そ れとも 「組合 としては,も っと規制 した方がよい」か

の組合員の意見について,調 査 した結果をつぎのようにまとめて報告 した。注意すべ きは,実

施された調査票の文面 も,白 木のまとめ報告 も,「協力」 と 「規制」を明確に区別 しているこ

とである。「∴ ・興味深いのは,負 担意識を持たない場合は当然 として も,負 担意識の強い

者において も,同 運動に対 し組合はさらに協力すべ きであるとい う見解が,規 制すべ きである

とい う見解 を上回っていることである。」(白 木三秀[1984:326])

この調査結果について私が思うことは,「パ イの増大への寄与能力」において,組 合員は当

該労働組合 をのりこえていることである。いいかえると 「パイの増大への寄与」は,労 働組合

が存在 しなくて も,労 働者 に実行可能である。「パイの増大への寄与」における労働組合が存

在する意義の 「はかなさ」を,は からず も,こ の調査結果は示 している。

さて,つ ぎの小池の文章は,こ の調査結果 に注 目しての ものと考えてよいだろう。調査結果

の要約の中の一文である。「組合員ひ とりひとりにアンケー ト調査 をおこなった。その限りで

は,一 般組合員はこの参加への動 きを支持 し評価 している。む しろ,参 加への動 きが足 りない

と[労 働組合を]は げましているかにす ら思われる。」(小 池和男[1984:237-242])こ こで小

池がいう 「参加」は,白 木がい う 「協力」の意味であろう。 しか し前述 したところでは,小 池

がい う 「参加」は,白 木がいう・「規制」の意味であった。総 じていえば 小池の 「参加」は 「規

制」の意味なのか 「協力」の意味なのか不明であり,さ らに,小 池の労働組合側 「交渉力」は

「規制」にあるのか 「協力」にあるのか不明であ り,小 池は非常に混乱 しているのである。

小池は,概 念の混乱 を自覚 していたように思 う。なぜな らば小池は,こ の後,労 働組合側 「交

渉力」 との概念 をまったく使用 しな くなるし,小 池和男[1981,1984]へ の言及もほとんどし

な くなるか らである。かわって使用することとなったのは,お そらく,「危険分担モデル(risk-

sharingmodel)」 との概念であろう(初 出は,小 池和男[1983],つ づいて小池和男[1991:

211-212,1999:268-270,2005:262-263])。 概念 を交代 させたことを小池は明示 していないと思 う

が,両 概念が交代関係にあると推測できる用語法を小池はおこなっている8)。

ところで 「危険分担モデル」は,「[市 場]競 争社会での投資は一種のかけで,失 敗 したら解

雇をともなう。危険を従業員も負担せざるをえないのだか ら,従 業員 も経営方針の決定に関心

をもち発言せざるをえない」という概念である(小 池和男[1991:212])。 この概念では,端 的
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に考 えると,労 働組合 は 「交渉力」をもたないことに注意すべ きである。「発言 しない」 との

選択肢 を,労 働組合はもっていないからである。いいかえると,労 働組合が 「発言 しない」 こ

とは,使 用者に損害を与 えることを意味 しないからである。「危険分担モデル」 との言葉は,

俗にいう 「労使は運命共同体」との言葉と同義であ り,そ の酒落た言 い換えと理解すべきであ

ろ う9)。

私が思 うに,小 池が労働組合側 「交渉力」 との概念を使用 しなくなったことは,労 働組合側

「交渉力」の 「はかなさ」を小池が直感 したためではなかろうか。あるいは,小 池が 「危険分

担モデル」概念を主張するようになったことは,生 産性向上への寄与度を選択する自由が労働

組合にないと小池が考 えたためではなかろうかlo)。

2日 本の労働研究者による英国研究

ところで,英 国における個別労働紛争 については,日 本における労働研究に大きなギャップ

が存在する。すなわち一方では,労 働法学者は,英 国における個別労働紛争に比較的早 くか ら

注 目し,い くつかの研究文献がすでに存在する。たとえば,そ の初期のもの としては,高 木龍

一郎[1986]
,山 下幸司[1995](山 下幸司[2002]と して再刊),労 働問題 リサーチセ ンター

/国 際労働法 フォーラム[1995],野 沢浩[1995:第IV章]な どである。 これら研究文献の主

要 なテーマは,個 別労働紛争の解決 を促進す る労使審判所 などやACASな どの制度の紹介で

あるが,当 然にも,個 別労働紛争の多発 とい う事実は認識されている。日本の労働法学者の問

では,個 別労働紛争の多発 という事実 と,そ の解決を促進する労使審判所などやACASな ど

の制度の存在は,1990年 代 なかばまでに常識化 したといってよい。

ところが他方では,労 働法分野以外の日本の労働研究者には,ほ とんど関心をもたれていな

い。というよ りも,そ の多発 という事実 と諸制度の存在す ら知 られていないのではないかと思

われる。その典型は小野塚知二[1999]で ある。この文献は戦後英国における 「労使関係政策」

の史的な概観 を目的とするが,労 使審判所はまったく登場せず.ACASは 登場するものの,そ

の個別労働紛争 に関する機能はまったく説明されず,そ の当然の帰結 として,個 別労働紛争は

英国にまった く存在 しないかの ようである。

労働法分野以外の日本の労働研究者が,個 別労働紛争に関心 をもたない理由は何 なのだろう

か。個別労働紛争の研究を重視する私 としては,そ の理由を考察 しておかなければならない。

その理由を,上 記に整理 した概念問題を参考にし考察したいと思う。ただ し,そ の理由は二期

に区分 して考慮すべきである。

日本の労働研究者が英国に関心を向けた場合,1960年 代か ら80年 代半ばころまでの時期 に
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おける主要な研究関心は,英 国労働組合の集団的な活動 と機能に,す なわち 「労使関係」に限

定 されたといってよい。その研究関心を大雑把に述べると,日 本の労働組合ない し「労使関係」

は 「遅れている」と認識 し,英 国のそれらを目指すべき先進モデルと想定 した上での研究関心

であったといってよいだろう。 こうした研究関心その ものについての考察は,日 本の労働研究

の研究としての特徴を理解するうえで重要ではあるけれ ども,本 論文で重視 したいことはこれ

ではない。重視 したいことは,こ の研究関心では,研 究するための理論枠組 もまた英国のそれ

が先進モデルだったことである。すなわち,そ れは理論枠組 としての集団的労使関係論であっ

た。理論枠組 としての集団的労使関係論が,先 進モデルとして,日 本の労働研究者にス トレー

トに受容されたのであった。

この時期すでに,個 別労働紛争 も労使審判所やACASも 英国に存在 した。 これらは 「労使

関係」事項ではなく 「雇用関係」事項であった。 しか し,理 論枠組 としての集団的労使関係論

が先進モデルであるかぎり,こ うした 「雇用関係」事項に日本の労働研究者が関心を向けるは

ず もなかったのである。

小野塚知二[1999]は,1980年 代か ら遠 くへだたっていて,す でに,英 国 「労使関係」を

先進モデルとしないものの,し か し理論枠組 としては,集 団的労使関係論を先進モデルとして

前提 しつづけていたといってよいであろ う。そ して,こ の理論枠組では個別労働紛争ない し

「雇用関係」に注 目で きないことを象徴 したのである。

1980年 代後半から現在までの時期は,英 国の労働組合ないし 「労使関係」そのものの衰退

にともない,英 国 「労使関係」研究は低調になった。理論枠組 としての集団的労使関係論も色

あせて しまった。

他方,こ の時期の注 目すべ き研究関心 として,英 国進出 した日本系工場における高生産性の

作業組織 と作業管理ない し英国企業の 「ジャパナイゼイション」への研究関心をあげなければ

ならない。 この研究関心をいいかえると,日 本の工場における労働の質が非常に高 く,そ れが

日本の工場 における高生産性の理由であるとの認識を前提 として,そ れが 「英国病」といわれ

る英国で,い いかえると,労 働組合がなおジョブ ・コントロールにこだわる英国で,先 進モデ

ルとしてどのように導入されているか,あ るいは,何 らかの修正 を受けているのか,逆 に,労

働組合のジ ョブ ・コン トロールを削減 しているのか,と いう研究関心であった。その研究関心

は,日 本の工場における労働の高い質を先進モデルと想定 した研 究関心であったといってよ

い。このように考えると,そ の研究関心は,前 期の研究関心である英国 「労使関係」研究を裏

返 しただけであったといってよい。

この時期の真中である1990年 代 をつうじて,英 国では個別労働紛争が急増 した(後 掲の図

表1を 参照)。 また,こ の急増に,英 国の労働研究は一定の関心 を示 し,い くつかの研究成果
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もうまれた。私見では,日 本の労働研究に もまた,「 ジャパナイゼイシ ョン」の もとでの個別

労働紛争の急増に注 目し,「ジャパナイゼイション」 と個別労働紛争 との間の相関関係を問 う

研究関心が うまれてもよかったと思う。 しか し,そ のような研究関心はまったくうまれなかっ

たといわなければならない。

なぜなのか。その理由は複合的であったと思う。一つには,英 国 「労使関係」研究が低調に

なって も,作 業組織や 「ジャパナイゼイシ ョン」に関心を寄せることは,な お,集 団 としての

労働者にのみ関心を寄せることを意味 した。いいかえると,個 人としての労働者の行動には関

心がなかった。二つには,日 本の労働研究は,生 産ない し高生産性に過剰 に関心 を寄せる 「生

産主義」的伝統があると私は思 うが,そ の伝統は作業組織や 「ジャパナイゼイシ ョン」への研

究に留保 なく直結 した。いいかえると,生 産の阻害 を意味する労働紛争 には関心が薄かった。

三つには,日 本の工場の高生産性を誇るナシ ョナリズムが研究関心のうちに潜んでいたと私は

思 うが,こ のイデオロギーからは,個 別労働紛争への研究関心が芽生えなかった。それはナ

ショナ リズムへの冷淡な視線 を内包するからである。

付言すると,英 国における研究状況もまた,日 本における研究状況に,部 分的には類似する

ところがある。 しかし,も ちろんながら,両 者の間に重要な違いも存在する。その重要な違い

の一つは,英 国では個別労働紛争についてのい くつかの計量分析研究がおこなわれたことであ

ろう。

3雇 用審判所 とACAS

雇用審判所は,個 別労働紛争の解決を促進する労働裁判所であ り,ACASは,個 別労働紛争

の解決を促進する行政機関である。二つの制度 とも,す でに長い歴史をもっている。ここでは,

制度の沿革 を中心に,二 つの制度を簡潔に説明しておきたい。本論文の読者の多 くは,労 働法

分野以外の労働研究者であるはずなので,こ れら制度の存在すら知 らない と思 われるにもかか

わらず,個 別労働紛争 を史的に概観するには,こ れら制度の沿革 と概要を理解 してお くことが

有益だか らである。そもそ も,こ れ ら制度が長い歴史をもったゆえに,個 別労働紛争の信頼で

きる諸情報が長期にわたって収集され公表されたのである。このことに留意 したい。

説明は,英 語文献の簡略な記述と日本語の既発表文献に依拠 して,必 要なかぎりの簡潔なも

のにとどめる。一つには,私 の不勉強のため,ま た制度の沿革を詳述 した文献が少ないため,

私はこれらを詳細に説明で きないか らである。今一つには,詳 細な説明が無益 だからで もある。

とい うのは,英 国11)の法制度に特有 といって よいであろうが,こ れら制度は所管地域別で細

部 に差異があるからである。 さらに,そ れ らが大小の制度改革を毎年のようにひんぱんに受け
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つづけているからである。たとえば,英 国における労働紛争処理システム全体の概要図の掲示

(山下幸司[2002:4])は 非常に貴重であるが,こ の概要図に修正すべ き重要事項がすでにある。

とい うのは,2004年 の制度改革によって,解 雇についての苦情 をのぞ き,企 業内で苦情処理

手続 きをへた後でないと,雇 用審判所への申し立てが原則 としてできなくなった。

3-1雇 用審判所

雇用 …審判 所(ET:EmploymentTribuna1)の 前 身 は,1964年 設 立 の 労使 審 判 所(IT:

IndustrialTribunal)で あった。

1964年 設立時の労使審判所 は,同 年制定の職業訓練法によって設置 された。同法は職業訓

練のために使用者に賦課金 を課 したが,こ の賦課金についての使用者の申 し立て(complaint)

を処理する司法機関として,労 使審判所が設置されたのである。 したがって設立当初は,労 働

者は労使審判所に申し立てることができなかった。管轄事件の点でも,申 し立てる当事者の点

でも,労 使審判所は個別労働紛争の解決を促進する機関ない し労働裁判所 といえなかった。

しか し,労 使審判所はユニークな司法機関であった。それは 「個別的な労働関係上の しか も

契約違反にかかわ らない問題を扱う簡便 な司法判断機関として性格づけ られていたこと」(山

下幸司[2002:2])で あった。また,こ のユニークさに関連 して,事 件の処理にあたる審判員も,

ユニークな三者構成であった。すなわち,法 廷弁護士(barrister)ま たは事務弁護士(solicitor)

の資格 をもつ審判長(chairman)1人 に,非 常勤の労働組合代表使用者団体代表各1人 の素人

審判員(laymember)が 加わった計3人 であった。

翌1965年 に,剰 員解雇手当法をめ ぐる申 し立てが労使審判所の管轄事件に加えられたこと

で,労 働者 もまた労使審判所へ申し立てることが可能になった。私見では,こ こで労使審判所

の性格は変化をは じめたと考えられる。すなわち労使審判所は,個 別労働紛争の解決を促進す

る司法機関ないし労働裁判所への変貌をはじめたといえる。他方,上 記 したユニークさは不変

であった。 というよりも,上 記 したユニークさがあったために,労 働裁判所への変貌をはじめ

ることができたのである。 これ以後,毎 年のように,労 使審判所/雇 用審判所に申し立て可能

な事由事件が制定法によって追加 されつづけ,現 在にいたる。

さて,1971-1974年 の労使関係法の制定 と廃止 もまた,上 記の申し立て可能な事由事件が追

加 される過程の重要な一つとしてみることがで きる。

1971年 の労使関係法の制定はピース保守党政権に よる政策実現であって,そ の政策 目的の

よく知 られた側面を一言でいえば,労 働組合内部や労使関係への立法行政による介入統制を広

く認めるとともに,労 働組合 による集団労働争議やジョブ ・コントロールを抑制す ることで

あった。 しかし,個 別労働紛争の立法政策として同法をみるならば 相当に異なった側面をみ
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るこ とがで きる し,ま た,み なければな らない。す なわち,同 法 は 「不公正解雇(unfair

dismissal)」 概念 を英国法には じめて導入 し,こ れを事由とする事件 を労使審判所の管轄 とし

た ことである。同法によっては じめて,不 公正解雇は労使審判所の取 り扱 う事件にな り,労 働

者は不公正解雇 を労使審判所 に申し立てることが可能になった。そ して,不 公正解雇は個別労

働紛争における最重要の事由といってよいから,同 法によって,労 使審判所は労働裁判所への

変貌 を完了 したといってよいであろう。

1974年 の労使関係法の廃止 はウィルソン労働党政権 による政策実現であって,1971年 の労

使関係法の相当な部分 を廃止 し,か な りの状況を1971年 以前 に戻 した。 しか し,不 公正解雇

を労使審判所 の管轄事件 とすることは,1974年 の同法廃止 によって も,変 更 されなかった。

ウィル ソン労働党政権 はこれを維持 したのである。それ どころか,ウ ィルソン労働党政権 と,

つづ くキャラバ ン労働党政権は,労 使審判所の管轄する事由事件 をさらに追加する立法をおこ

なった。そして不公正解雇事件 は,そ の後から現在 まで,労 使審判所/雇 用審判所が管轄する

事由事件のうちの事由最多数の事件 となった。

1971年 の労使関係法が不公正解雇 を労使審判所 の管轄事件 としたことは,一 面では,労 働

組合による集団労働争議を抑制する政策の一環であった。すなわち,そ れまでの解雇事件は労

働組合 によって集団労働争議 として争われることが多かったが,こ れを集団労働争議から切 り

離 して解決する方途を開設 したことを意味するからである。それゆえ,ヒ ース保守党政権 によ

る政策実現の一環だったのである。 しか し他面では,個 別労働紛争の立法政策 としての独 自の

意味は,こ れによって軽視できるわけではない。そもそ もであるが,組 合員であろうと非組合

員であろうと,諸 事情 によって,そ の解雇を集団労働争議で争えない労働者は多数であって,

こうした労働者にとっては,不 公正解雇を労使審判所に申し立てることが可能になったことは

決定的な意味を持つからであ る。それゆえ,1974年 以降の労働党政権 にも,そ して保守党政

権 にも,維 持 されたのである。

1971-1974年 の労使関係法の制定 と廃止 を,理 論枠組 としての集団的労使関係論のみから考

察することは,こ れまでの 日本の労働研究で通例であった。 しか し,そ の理論枠組では個別労

働紛争の立法政策 としての意義 にまった く注 目できない。 このことに留意すべ きである。

1976年 に,雇 用控訴審判所(EAT:EmploymentAppealTribunal)が 設置 され,雇 用審判

所の審判についての上訴を受け付 けることとなった。この制度は現在 もつづ く。1996年 に(法

律上は1998年 に),労 使審判所が雇用審判所 と改称 された。 この名称で現在にいたる。

2006年2月 現在,英 国全体で25箇 所に,雇 用審判所は設置 されている。 また,雇 用審判所

に申し立てがで きる事由事件は60を 超える(雇 用審判所HP)。 それらの中には,性 差別や人種 ・

出身国差別(こ れらは間接差別を含む)な どの雇用差別はもちろんのこと,内 部告発 をした労
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働者の不利益取 り扱いなどもある。

雇用審判所に申 し立ててか ら30週 以内に,審 理(Hearing)が ひらかれる。申し立てた労働

者と,申 し立て られた使用者が当事者である。労使の当事者は,代 理人を立てても立てなくて

も,ど ちらで もかまわない。また代理人は,弁 護士にかぎられることはな く,誰 で もよい。実

際のところ,代 理人を立てない労働者は現在で も存在するが,代 理人 を立てない労働者は従来

に くらべると現在では相当に減少 したといわれている。また使用者は,事 務弁護士(solicitor)

などを代理人に立てるのが通例である。当事者の冒頭陳述や反対尋問,そ れに証人の証言など

で審理はすすめられる。

審理 は公開である。ロン ドン中央の雇用審判所 における審理を私が傍聴 した経験によれば

審理は週の前半に毎朝10時 から開始 され,1-3日 の短期間で結審するのが通例である。結審後,

審判長が口頭で命令を示 し,4週 以内に書面で交付する(ET[2006])。

実際の ところは,雇 用審判所 に申 し立てられた事件の約30%が 審理 を受 けるにとどまる。

審理の開始 までに,下 記 のACASな どのあっ旋や当事者間の任意交渉によって,事 件が解決

するからである。審理に入っても,雇 用審判所の手続 き外で,当 事者 間の話 し合いによって事

件が解決する可能性はつねに存在する。たとえば私が,雇 用審判所の審理傍聴を希望 して,事

件の審理予定期日を尋ねると,雇 用審判所の事務官は審理予定期 日を答えつつ も,私 にしばし

ば了解を求めたことは,事 件がいつ解決するかわか らず,予 定 された審理がいつ中止になるか

わか らないことである。 また,AK氏 へのイ ンタビュー(2004年11月23日)に よれば,全 国

ジャーナリス ト組合(NUJ)の 法律支援 をえて,同 氏が雇用審判所 に不公正解雇 を申し立てた

事件では,結 審の後であって命令が口頭で示 される前の間に,代 理人間の話 し合いで事件が解

決 した。

3-2ACAS

ACASは,そ れ まで当時の雇用省がおこなっていた機能をひきついで,1974年 に独立行政

機 関として設立 され,翌75年 に現行名称ACASに 改称され,1976年 に制定法上の独立行政機

関 となった。労使関係の改善と,集 団労働争議および個別労働紛争の両者を解決する諸サービ

スの提供を所管 した。これらの所管は,設 立時から現在 まで基本的に不変である。ACASの 現

在の機能は,お よそつ ぎの4つ である。a)集 団労働争議のあっ旋 ・調停 ・仲裁サービスの提供。

b)労 使関係 と人的資源管理についての助言サービスの提供。c)労 使関係の行為準則(code

ofpractice)の 作成。d)個 別労働紛争のあっ旋 ・調停サービスの提供。

しか しなが ら,ACASの 実際の業務量では,と くに1990年 代 になってか ら個別労働紛争が

増加 したため,近 年になればなるほど,d)個 別労働紛争のあっ旋 ・調停サービスの提供が非
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常に大 きな部分 を占めるようになっている。逆に,a)集 団労働争議のあっ旋 ・調停 ・仲裁サー

ビスの提供は,集 団労働争議その ものが減少 したため,わ ずかな部分 しか占めなくなっている。

この状況と関連するのは,1993年 に,設 立時から存在 したACASの 使命から 「団体交渉の促進」

との文言が削除された ことであろう12)。

ACASは,2006年 現在で,グ レー ト・ブリテン島を11地 域に分けて各地域に事務所 をもち,

全体で約900人 の職員がいる。職員は公務員であり,雇 用関係についての助言をおこない紛争

解決を促進する専門家 を含む。ACASを 管理するのは評議会であ り,評 議会は設立時から現在

まで三者構成機関である。独立 した委員長1人 と,使 用者 ・労働者 ・学識者を代表する同数の

委員か ら成 り立 っている。

ACASが 提供する個別労働紛争のあっ旋 ・調停サービス と,雇 用審判所 に申し立て られた個

別労働紛争事件の審判は,基 本的には,そ れぞれ独立 して手続 きがすすめられる。労働者は,

ACASに あっ旋 ・調停を依頼することもできるし,雇 用審判所に申し立てることもで きる。た

だ し,雇 用審判所に申 し立て られた事件は,そ の申し立て書類のコピーがACASに 送付 され,

ACASは あっ旋 ・調停 をこころみる。 これが失敗 したのちに,雇 用審判所は手続 きを開始する。

すなわち,ACASに おけるあっ旋 ・調停が雇用審判所における手続 きに前置されている。

ところで,1975年 設立のEOC(雇 用機会均等委員会)と1976年 設立のCRE(人 種平等委員

会)と1999年 設立のDRC(障 害者権利委員会)の3つ の独立行政委員会について,付 言 して

お きたい。EOCは 性差別一般の解消 を目的 とし,CREは 人種差別一般の解消を 目的と し,

DRCは 障害者差別一般の解消 を目的とするが,3つ の委員会とも,雇 用上の差別 もまた取 り扱

う。いいかえると,EOCは 性差別にかかわる個別労働紛争 を取 り扱い,CREは 人種差別にか

かわる個別労働紛争を取 り扱い,DRCは 障害者差別にかかわる個別労働紛争を取 り扱 う。そ

のため,3つ の委員会が取 り扱 った個別労働紛争事件で3つ の委員会かぎ りで解決 したため,

結果 として,雇 用審判所 もACASも 取 り扱 わなかった個別労働紛争事件が存在する可能性が

ある。3つ の委員会は雇用審判所およびACASと 密接な関係にあるに しても,で ある。この意

味で,英 国における個 別労働紛争の全体像 は,雇 用審判所 とACASの 統計数値に表現 された

よりも多いと考えられる。 しか し本論文では,叙 述を簡素化するために,3つ の委員会に言及

しない。なお,EOCの 活動についての 日本語研究文献としては,浅 倉むつ子[1991]が ある。

4個 別労働紛争の史的概観

英国の統計数値 互3)によって,個 別労働紛争の史的な動向を概観 しよう。その指標 として2

つの政府機関に関係する件数に注 目し,そ の動向を確認する。一つは,行 政機関であるACAS
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が受理 した個別調停の事 由数 と申請件数であ り,今 一つは,司 法機関ないし労働裁判所である

雇用審判所(ET)が 受理 または処理 した審判事件数である。 これ らの件数については,図 表

1を参照されたい。

4-1図 表1の 作成

留意 しておいてよいことは,図 表1の ように長期の,ま た,そ の間の定義変更を考慮 して作

成 された統計表が,英 国の諸文献に存在 しないことである。そのため,私 自身が,公 式報告書

や半公式論文で件数を比較 し確認 しつつ,図 表1を 独 自に作成 しなければならなかった。それ

は容易でない作業であったが,作 業上の難点を確認 してお くことは,英 国における状況の特徴

の一端を示すと思われるので,以 下に記 しておきたい。

第1に,雇 用審判所の様々な件数については,1970年 代から1998年 度までの長期にわたって,

不定期的かつ非組織的に件数が公表されていたことである。「非組織的に」の意味は,公 表の

体裁が一貫せず,や や細かい事項の件数(本 論文では言及 しない)に ついては,年 度によって

公表非公表のバラッキがあることである。

第2に,雇 用審判所についても,ACASに ついても,そ れぞれ半ば公式 とみなすことので き

る研究文献が掲示する件数に,お そ らく同一の理 由による誤記があることである。す なわち

Hawes[2000]は,ACASの25年 間の活動史を概括 した半公式論文であるにもかかわ らず,

そのTable2(Hawes[2000:23])が 表示する最終年度1998年 度の件数は不正確であ り,そ れ

は1998年12月 までの件数と思われる。またBurgess,PropperandWilson[2001]は,雇 用審,

判所の審判事件について,通 商産業省(DTI)が その内部資料である諸統計数値 を研究者に提

供 し,研 究者 に分析研 究 を依頼 した成果 の報 告書 であ るにもかかわ らず,そ のTablel

(Burgess,PropperandWilson[2001:4])が 表示する最終年度1997年 度の件数は不正確であ り,

それは1997年12月 までの件数 と思われる。

第1と 第2に ついては,英 国労働統計ない し英国行政その ものの非組織性の表れの一つ と理

解するのがよいかもしれない14)。あるいは,個 別労働紛争への関心が英国で も十分でなかった

ことの表れとも理解で きるのか もしれない。

第3に,ACASに ついては,1998年 度以降,公 式報告書が重視する数値 に変更があ り,1997

年以前に発表 された数値 との連続性が疑問とな りつつあることである。変更によって,ACAS

に係属する件数が抑制 された印象 をもつことになった。この変更には,ブ レア労働党政権の政

策的な意図が秘められているか もしれない。数値変更と政権登場の時期が完全に一致するから

である。そ して,ブ レア政権の 「第三の道」 における労働政策とは何かについて,こ の変更は

ヒントを与えるのか もしれない。もっとも,こ の考察は本論文の 目的ではない。
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4c個 別労働紛争の増加

図表1に よって,個 別労働紛争件数の動向を確認 してお きたい。

雇用審判所(ET)の 前 身である労使審判所(IT)の 審判事件数については,私 は1972年 度

まで しか遡及できなかった。このこと自体 に意味があろう。すなわち,前 述 したように,1971

年に制定 された労使関係法が 「不公正解雇」を申し立て事由に導入 したことによって,事 件数

は注 目に値するほど増加 したか らこそ,私 はその統計数値 を容易にみることができるように

なったのである。

さらに1970年 代の事件数をみると,74年 までの3年 間の事件数 と,75年 以後の事件数 とに,

大 きな差があることがわかる。事件数に2-3倍 増の飛躍がある。 これは,1974年 以降の労働党

政権が,労 使審判所に申し立てで きる事 由を増加 させたから,主 にその結果 としての飛躍的増

加 と推測で きる。

以後,1975年 度から1990年 度 まで,労 使審判所の事件数は比較的安定 して推移する。1990

年代の末には,わ ずかに減少するといって もよいかもしれない。

ACASは1974年 に設立 された。ACASの 設立は,労 使審判所への申し立て事由の増加に対

応 して,そ のあっ旋 ・調停 をはかるのためであった。その個別調停の事由数は1975年 度から

発表された。以後1990年 度 まで,個 別調停の事由数は,労 使審判所の事件数 とほぼ同一の数

値であって,比 較的安定 して推移する。個別調停の事由数は,1990年 代の末にも減少 しない

ので,こ の時期は労使審判所の事件数との差がやや開くといってもよいかもしれない。

1990年 代は,労 使審判所の事件数とACASに おける個別調停の事由数が,両 者 とも急増する。

それ までの両者の安定性 とは好対照である。そ して,子 細 にみると,ACASに おける個別調停

の事由数の増加が,労 使審判所の事件数の増加 を上 回っている。結果として,1990年 代末 には,

両者の数値はやや乖離する。 この点は,両 者の比率(表1の(E)欄 に掲示)を 算出 してみ ると,

明らかである。

2000年 代 は,雇 用審判所の事件数については,や や減少の傾向にあるといえるのか もしれ

ない。 また,年 度ごとの変動が大きい。他方,ACASに おける個別調停の事由数は,高 水準で

安定的である。結果 として,両 者の数値は大 きく乖離する。この状況の一つの解釈は,ブ レァ

労働党政権による政策的誘導の結果である。すなわち,雇 用審判所による審判 よりも,ACAS

における個別調停 を:重視する結果である。 この解釈に関連 して,1998年 度以降のACAS公 式

報告書が重視する数値の変更は,留 意 してよいであろう。

もちろんではあるが,現 在は2000年 代の半ばであるか ら,こ うした動向が2000年 代 をとお

してどうなるのかは未確定である。そ して,こ の動向は注 目に値すると思う。
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図 表1連 合 王 国 にお け る1972-2004年 の個別 労働 紛 争件 数

ACASが 受理した年度
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注:年 度 は,当年4月 か ら翌年3月 まで である。表 中の 一は,遠藤 公 嗣が件 数 を確認 で きない ことを示す。

ACASの 件 数 につ いて。(C)欄 は,ACASに 公 式 書式(ITls)を もって 申請 され受 理 され た件 数。(B)欄 は,

公式 書式(ITls}な しで,い わばACASの 職権 で受理 された件 数を,(C)欄 の件 数に加算 した件数 。(A)欄 は,(B)

欄 の受理件 数 につ き,その事 由 を数 え上 げ た件 数。1受 理件 数に複 数事 由があ ることは珍 しくない。
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2004年 度 の(A)欄 件 数 の(152,401;は,年 次報告 書 に明示 が ない もの の,私 が推 計 した件数 であ る。 その推

計 方 法 は,同 年の(C)欄 の受理 件 数につ き,その事 由 を数 え上 げた件数147,41E(表 示 あ り)に,公 式書 式(ITls)

な しでの受 理 件数4,983(表 示 あ り)を加 算す ることで ある。2003年 度 も同様 に推 計す る。2000-2002年 度の(A)

欄 件数 が 同様 に計 算 され た数値 である ことか ら推 計 した。

ACASは 長 く(A)欄 の件数 を重視 し,年次 報告 書で 公表 して きた。 この重 視 は,ACASの25年 間の活動 史

を概 括 した半 公式 論文 のHawes[2000:23,Table2]で も明 らかで,1974-1998年 度 の(A)欄 の件 数 を表示 して

い る。

しか し年 次報告 書 にお ける件 数公 表の あ り方 に よれば2000年 ころか ら(B)欄 の件 数 を重 視 す るように な

り,2002年 ころか ら(C)欄 の件 数 を重 視す るよ うになったと思 われる。

ET(雇 用審 判所)の 件 数 につ いて。(D)欄 はETが 年度 内に受理 した審判 事件 数 であ る。 なおETは ,1997

年度 まで はIT(労 使審 判所)と 呼 ばれ た。

(E)欄 の数値 は,(A)欄 の数値 を(D)欄 の数値 で割 った値。

出所:ACASに ついて は,その各 年年 次報告 書。

ETに つ い ては,受 理 した審 判 事 件 数 の1972-1983年 の 件 数 は,EmploymentGazette .November,1984,

p486.で ある。この12年 間のみ 暦 年(1月 か ら12月 まで)の 件 数 と思わ れる。受 理 した審 判事件 数 の1985-9E

年 度 は,Burgess,PropperandWilson[2001:4,Table]]で ある。受 理 した審判事 件 数の1997-2004年 度 は,ET

の各年 年 次報 告書 である。

ETが 処 理 した 審判事件 数 の うち,1985-1998年 度は,EmploymentGazetteに 当該期 間の1-2年 後 の号に不

定 期 的か つ非 組織 的 に掲 載 され た審判 件数 統計 であ る。処 理 した審判事 件 数の1999-2004年 度はETの 各

年 年 次報 告書 であ る。

4-3集 団労働争議の減少

個別労働紛争の史的な動向は,集 団労働争議の史的な動向と対比すると,理 解 しやすいか も

しれない。そこで,戦 後英国における集団労働争議について,「ス トライキ数」「参加労働者数」

「労働損失 日数」「労働損失 日数(労 働者千人あた り)」 を,図 表2と して掲示する。労働者千

人あた りの労働損失日数を掲示するのは,労 働者人口も増加 しているので,労 働者人口あた り

のス トライキ発生確率 を考慮するためである。

戦後英国では,第 二次世界大戦直後の時期 よりも,1970年 代を中心 とす る時期に,は るか

に多 くのス トライキが発生す る。1970年 代の日本における労働研究は,英 国労働組合の集団

的な活動 と機能に,す なわち 「労使関係」に,そ の研究関心を集中させていた。その研究関心

を引 きつけたのは,英 国におけるこの事実であった といって よい。

しか し1980年 代にはいると,1980年 代全体 としては,英 国のス トライキはやや沈静化する。

1960年 代以前の発生水準に戻 ったともいえるかもしれない。なお1984年 に,ス トライキ数は

前年 より減少するにもかかわ らず,労 働損失日数は突出して増加する。この労働損失 日数は,

炭坑の閉鎖 をめ ぐって争われた大規模 な炭坑ス トライキの発生を反映すると考えられる15)。し

か し,現 在からふ りかえると,こ れは孤立 した現象であったというべきであろう。
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図 表2連 合 王国 に お ける1946-2004年 の ス トライ キ傾 向(1979年 まで は年 あ た り平 均)

年

ス トライキ数 参加労働者数
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注:正 確 な 用 語 の 定 義 はDavies[2001]とMonger[2004]に あ る。

出所:Waddington[2003:225]をDavies[2001]とMonger[2004,2005]で 補 足 。

1990年 代 から2004年 現在 までは,ス トライキの発生 はさらに低下する。年によって多少は

変動するものの,ス トライキは戦後英国で最低の発生水準 にとどまっている。低位安定 といっ

てよいか もしれない。ス トライキの減少は 「贈与交換労使関係」の進展 を表現す る現象の一つ
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と い っ て よ い で あ ろ う。

参 考 まで に,2000年 代 に お け る 英 国 の 労 働 損 失 日数 を,同 時 期 に お け る 日本 の そ れ と比 較

し て お こ う。 下 記 の よ う に,英 国 の 労 働 損 失 日数 は た しか に低 い水 準 で あ るが,日 本 の 労 働 損

失 日数 は,そ の 低 い水 準 よ り1/14か ら1/110も 低 い 水 準 で あ る(単 位 は千 日,労 働 政 策 研 究 ・

研 修 機 構[2006])。

英 国 日本

2000年498835.1

2001年525.129.7

2002年1,323.312.3

2003年499.16.7

4-4労 働組合の衰退

ス トライキの当事者 は労働組合であるのが通例であるから,1980年 代以降におけるス トラ

イキの減少は,労 働組合の衰退 と関連 しているかもしれない。た しかに,ス トライキの減少に

並行 して,労 働組合も衰退 している。これを図表3に よって確認 しておこう。

図表3に よれば,戦 後英国における労働組合員数と労働組合組織率のピークは1979年 である

16)
。この年にサ ッチャー保守党が政権 につ き,そ れか ら労働組合の衰退がは じまったのである。

その一つの理由は,保 守党政権が さまざまな反労働組合政策 をとりつづけたことであるといっ

て よい。その18年 後の1997年 に,ブ レア労働党が政権 についた。そ して,こ の年 をボ トム と

して,労 働組合員数はわずかにもちなおした。その理由は,労 働党政権による親労働組合政策

の影響 と考 えてよいか もしれない。 しかし,そ の間 も,労 働組合組織率は不断に減少 しつづけ,

2001年 には,労 働組合員数 もふたたび減少 をはじめた。 ピーク時 にくらべる と,2001年 の労

働組合員数は500万 人以上減少 して730万 人とな り,労 働組合組織率 は27ポ イン ト減少 して

28.8パ ーセントとなった。 このことが示唆すると思われるのは,労 働組合の衰退が反労働組合

政策の結果だけではないことである。

最近のある研究結果(Metcalf[2005])の 予測によれば,現 在の衰退傾向は今後 もしば らく

つづ く。すなわち,労 働組合員が増加する産業部門と減少する産業部門について,労 働組合組

織率の動向を分析 した研究結果に よれば,労 働組合組織率を長期的に予測す ると,そ れは20

パーセ ン ト前後にまで減少 し,そ の とき,民 間部 門のみのそれは12パ ーセ ン ト前後 となる。

もっとも,予 測 はおお まかなものであ り,20パ ーセン トとい う予測数値に注 目す るよりも,

組織率の減少が今後 もしばらくつづ く,と の予測と理解すべ きであろう。
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図表3グ レー ト ・ブ リテ ンに お ける1948-200'年 の労働 組合 員数 と労 働組 合 組織 率
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いの一 つは,労 働組 合員 の失業 者 と退職 者 の扱 いで あ って,1981年 までは労働 組合 員数 か ら必ず しも除外 さ

れてい なかったが,1989年 以降 は完 全 に除外 され た。

出所:Waddington[2003:220]。

4-5個 別労働紛争と集団労働争議のクロス

1980年 代から2004年 現在 までの期 間で,個 別労働紛争 と集団労働争議の動向を観察すると,
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一方では,個 別労働紛争は増加 して2000年 代に高水準にあ り,他 方では,集 団労働争議は減

少 して2000年 代に低水準で安定する。この2つ の動向を,同 一の図上でグラフ化 してみ よう。

そのグラフが図表4で ある。

個別労働紛争 の指標 として,労 使審判所の事件数ACASに おける個別調停の事由数 の2

つをとり,集 団労働争議の指標として,ス トライキ数 をとる。縦軸の 目盛 りのとり方によっ

て,集 団労働争議の減少線 と個別労働紛争の増加線 をクロスさせることができる。このクロス

は,私 の用語で表現すると,「贈与交換労使関係」の進展が個別労働紛争の増加 と相関関係に

あることを象徴する。

集団労働争議の減少線 と個別労働紛争の増加線 によるクロスの作成者は,私 が最初ではな

い。DrinkwaterandIngram[2005:Figure2]は,英 国の1987-2001年 間について,こ のクロ

スを描いている。

しか し,こ のクロスは,英 国のみの現象 とはいえないのではなかろうか。たとえば,英 国の

他 に,米 国 とオース トラリアとニュージーランド,そ れに日本が,集 団労働争議が長期間にわ

たって減少 している国として知 られている(労 働政策研究 ・研修機構[2006])。 日本以外の4

国はアングロ・・サクソン系諸国である。これら諸国では,個 別労働紛争は増加 しているのでは

なかろうか。

米国の1948-1997年 間について,McCammon[2001:Figure1]は,集 団労働争議の減少線 を,

労働組合によるNLRBへ の不当労働行為 申し立ての増加線にクロスさせた図を描いている17)。

ところで,よ く知 られているように,米 国の1960年 代以降においては,雇 用差別関連の申し

立てや訴えはi著しい増加をみている(た とえばBurstein[1991:Tablel])。 この増加を考慮す

ると,McCammonが 作成 した米国のクロスは,私 が描いた英国のクロスと同 じ含意があろう。

日本はどうなのか。1980年 代か ら2005年 現在までの期 間,集 団労働争議は減少 したことが

周知である。他方,同 一期間の個別労働紛争は,そ の厳密な統計数値を得られないけれ ども,

増加 したと考えることに異論は少ないであろう。すなわち,日 本でも,類 似のクロスを描 くこ

とができると思われる。

オース トラリアとニュージーランドにおける個別労働紛争について,現 在 までの ところ,私

はその状況 を知 らない。 したがって,こ のクロスを描 くことがで きるかどうか,私 はわか らな

い。今後の研究が必要である。

ところで,最 近の ドイッとフランスは,集 団労働争議が減少 したとはいえない(労 働政策研

究 ・研修機構[2006])。 しかし両国とも,長 期間にわたって,労 働裁判所が多数の事件 を処理

して きたことが知 られている。すなわち,個 別労働紛争は長期 にわたって多数が存在 したはず

である。
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れない。あるいは,ア ングロ ・サクソン系諸国や日本と異なった個別労働紛争の状況と労働裁

判所のあ り方が,ヨ ーロッパ大陸の両国には存在するのかもしれない。今後の研究が必要であ

る。

ともあれ,こ のクロスは,第 二次世界大戦後の先進工業国にある程度の普遍性をもつのでは

なかろ うか。英 国については描 くことがで きた し,米 国 と日本についてもできるはずである。

他の国にも可能性はあろう。 もし,そ うであるならば,こ のクロスこそが く現代〉雇用関係の

一つの動向 を象徴するのではなかろうか。

5む すび にかえて

英国における個別労働紛争についての研究は,労 働法学者はおこなってきた ものの,労 働法

分野以外の労働研究者 はほとんどおこなってこなかった。そのため,雇 用審判所などやACAS

などの制度の紹介のほかは,よ く知 られていないことが非常に多い といわなければならない。

個別労働紛争が現在 と将来の雇用関係 における重要な焦点の一つ と私は考 えるので,こ れは研

究上の大 きな問題点だと私は思う。知られていないことを少 しでもあ きらかにし,こ の問題 を

少 しでも解消することが重要である。本論文 を,そ の第一歩としたい。

もちろん,第 一歩であることは,多 くの研究課題 をあ とに残すことで もある。現在の私は,

つ ぎの二つの研究課題 を実施 し,研 究成果 をあげることをつよく意識 している。その二つ を記

して,本 論文のむすびに代えたい。

第一の研究課題は,主 流労働組合 と個別労働紛争 との関係を考察することである。英国の主

流労働組合の全部が,そ の組合員が個別労働紛争の当事者 となったとき,そ の組合員を支援す

ることを基本方針 としている。 というよりも,そ れは労働組合活動のご く当然の一つ と考えら

れている。紛争が企業内の苦情処理手続 きに係属 している場合はもちろん,ACASや 雇用審判

所に組合員が申し立て,そ の係属事件となっても,組 合員を支援することが基本方針である。

この関係 は,日 本の主流労働組合 と個別労働紛争との関係と大 きく異なる。日本においても,

少な くない企業内組合員が個別労働紛争の当事者になっていることが推測で きる18)。ところが

企業内組合が,個 別労働紛争の当事者 となった組合員 を支援することは少ない。む しろ企業内

組合は,企 業内組合と個別労働紛争は無関係と考え,組 合員を支援 しないことを通例 とする。

英国の主流労働組合による個別労働紛争の支援とは,ど のように考えられて,ど の様な状況

でおこなわれるのか。集団労働争議 との関係はどうなのか。個別労働紛争への支援についての

数値概況は どうなのか。これ らが研究課題である。 もっとも,私 の在英研究中に しだいに理解

できた ことであるが,労 働組合側の諸事情か ら,こ れらの研究に労働組合の協力を得ることは
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相当に困難であった。 しか しなお,多 少の貴重な文書資料を収集することができた。 さらに,

まった くの偶然であるが,参 与観察に近いかたちで個別労働紛争の事例研究 をおこなうことが

で きた。これらによって,で きるか ぎりの事情をあきらかに したい。

第二の研究課題は,個 別労働紛争についての英国における研究状況 をサーベイすることであ

る。研究成果は多 くない。い うまで もないが,理 論枠組 としての集団的労使関係論の影響が英

国の労働研究になおつ よく残るからである。この影響がつ よいと,個 別労働紛争に研究者の目

は向けられず,研 究成果 も乏 しくなる。 この点では日本の状況に類似するだろう。

しか し,少 ない研究成果の中に,ユ ニークな研究成果 も蓄積 されている。その一つは,雇 用

審判所 に申 し立 てた労働者 の個人的諸デー タを活用 した計量分析研究である(た とえば,

Burgess,PropperandWilson[2001])。 この種の研究は もちろん日本 に存在 しない。たとえ

ていえば,大 竹文雄[2006]は 一般データを用いて 「個別労働紛争の決定要因」を計量分析 し

たが,個 別労働紛争の当事者である労働者の個票データを用いて 「個別労働紛争の決定要因」

を計量分析 した研究が英国には蓄積 されているのである。 この種の研究をふ くめて,サ ーベイ

するに値する研究成果がい くつか英国に存在すると私は思 う。

※本テーマの研究にあた り,明 治大学在外研究員制度お よび(財)労 働問題 リサーチセンター

による研究助成を受けた。本論文は,そ の研究成果の一部である。記 して,感 謝の意 を表 した

いQ

【注 】

1)ACASを 逐 語 的 に 日本 語 訳 す る こ と は,ConciliationとArbitrationの 意味 を ど う理 解 す るか に かか わ り,容

易 で な い。 この論 点 につ い て は,山 下 幸 司[2002:39]を 参照 され た い。

2)米 国 の著 名 学 会 で あ る労 使 関係 研 究 協 会(lndustrialRelationsResearchAssociation)は,数 年 に わた る検

討 の の ち,2004年8月 に労働 雇 用 関 係 協 会(LaborandEmploymentRelationsAssociation)と 名 称 を変 更

す る決 定 をお こな い,05年1月 か ら実 行 した。 ち な み に,こ の 名称 変 更 は 巧 み で あ った よ うに思 う。第 一 に,

そ れ は 「労 使 関 係(lndustrialRelations)」 に代 替 して 「雇 用 関 係(EmploymentRelations)」 を導 入 した。

しか し第 二 に,「 労 働 関 係(LaborRelations)」 も導 入 した と読 む こ との で きる 語順 を採 用 した。 米 国 で は

「労働 関係(LaborRelations)」 は 「労 使 関係(lndustrialRelations)」 と同義 に使 用 さ れ る こ とが多 いか ら,

この学 会 に多 い労 働 組 合 関係 の学 会 員 で あ って 「労使 関 係(lndustrialRelations)」 に 愛着 あ る者 も,賛 成

しやす い名 称 変 更 を考 案 した の であ る。

3)IndustrialTribunalを 「労 働 審 判 所 」と 日本 語 訳 す る こ とが 少 な くな い。 しか し私 見 に よれ ば,「 労使 審 判所 」

の 日本 語 訳 が よ り適 切 で あ る。 もっ と も 「労 使 審 判 所 」 との 日本 語 訳 は,労 働 問題 リサ ーチ セ ン ター/国

際 労 働 法 フ ォー ラム[1995]も 採 用 して い る。 「労 使 審 判 所 」 が よ り適 切 で あ る理 由 は,IndustrialTribuna1

は1964年 に使 用 者 の み の 申 し立 て を受 け付 け る 司 法機 関 と して 設立 され,翌1965年 の法 改 正 に よ って労 働

者 か らの 申 し立 て も受 け付 け る こ と にな り,以 後,労 働 者 か らの 申 し立 て の 受付 機 能 が拡 大 して きた とい

う経 緯 が あ る か ら で あ る。 い い か え る と,IndustrialTribunalの 用 語lndustrialはlndustrialRelationsの
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Industrialで ある となが く認識 されて きた とい って よい。 また,そ れゆ え1996年 にEmploymentTribuna1

と改称 された と考 えられる。本論文3-1を 参照 されたい。

4)日 本の工場における労働者の職務能力やモーチベーションとそれ らを向上 させる仕組みについて,「異常 と

変化への対処」「知的熟練 」「キャ リア」 な どの巧妙なネー ミングの議論で研究者の注 目を集めたのが,小

池和男であった。 しか し小池の議論は,野 村正實[2001,2003]が 批判 したように,議 論の中核が実証資料

のねつ造 と改変 に立脚 していたか ら,研 究者が依拠で きる議論 ではない。 これ らの批判に見解 を示 さない

まま,批 判が なか ったかのよ うに小 池の議論 に依拠 し,さ らに小池の遁辞(逃 げ口上)に す ぎない 「技能

レベル表」にまで言及 すること(中 村圭介[2005:150-15i,表5-1])は,学 術研究でな く小池和男信仰 ない

し 「知的熟練」信仰の結果 であ り,ま た,中 馬宏之と太 田聰一 をます ます居心地わる くさせ るの だと私 は

思 う(遠 藤公嗣[2005a:207-214])。

5)私 が用語 「贈与交換労使 関係」 を初 めて使用 したのは,遠 藤公嗣[2005b]で ある。

6)こ こで私が思 い出すのは,大 河内一男に よる 「分配主義 の労働組合」「生産主義の労働組合」 を区分 する議

論である(大 河 内一男[1947],な お中西洋[1979:193-196],山 本 潔[2006=121]も 参照)。 もっ とも,区

分は同一で ない。い うなれば,大 河 内の 「分配主義の労働組合」 による労使関係 もさらに二 区分 でき,そ

れが私のい う 「贈与交換労使関係」「伝統的労使関係」の二つの タイプ ということになろう。

7)不 利益 を耐 えがたい レベルであると感 じる労働者が出現 するか どうかの想定は,労 働市場 ない し雇用関係

の 「本質」 をどう理解 するかにか かわる。 この論点の考察 に示唆的 なの は,マ ルクス経済学 の概念 「労働

力の商品化」である。私 な りに表現す ると,労 働者が雇用 され る目的は 自己生存 のためであ り,使 用者が

雇用す る目的は利益 を上 げるため であるとの不一致は矛盾 であ り,労 働市場 ない し雇用関係 の 「本質」的

な特徴である。 この矛盾 は,ど の ような巧妙な仕組みを設定で きた として も,完 全 に解消す ることは不可

能であ る。 したがって私 は,不 利益 を耐 えがたい レベルであると感 じる労働 者の出現 は避 け られ ない,か

な らず出現す る,と 想定 している。

8)小 池和男[1981,1984]は,「 ホ ワイ トカラー化組合モ デル」の重要 な概念 として労働組合側 「交渉力」 を

議論 した。小池和男[1999:268,2005:262]は,「 労使関係の 「ホワイ トカラー化モデル」あるいは 「危険

分担モデル」」 と述べ て,「ホ ワイ トカラー化モデル」 と 「危険分担モデル」 を同一の概念 と指摘 した。

9)「 危険 分担(risk-sharing)」 につ いての小池の概念が,い わゆる情報の経 済学 におけ る 「危 険分 担(risk-

sharing)」 の概 念 と同一でない ことを留意すべ きである。小池の概念は,「投資の失敗」 との単一の危険 を

複数者(労 と使)で 分担す るとの意味であ る。情報の経済学における概念は,複 数者 の危険 を集合 させて

集団 として分担すると,1人 あた りの負担 は耐え られる程度となるとの意味である。

10)久 本は,小 池に よる労働組合側 「交渉力」の概念に注目 し,重 視 している(久 本憲夫[1998:21])。 しか し,

小池がこの概念 を使わな くなったこ との意味 を,久 本は認識 していない。

ll)英 国の意味 を確認 しておこ う。 日本で通常い う英国とは,連 合王国(UnitedKingdom;UK)を 意味す る。

連合王国 は,グ レー ト・ブリテンと北 アイルラン ドで構成 され る。 さらに,グ レー ト・ブ リテンは,最 大

人 口であ るイ ングラン ドと,次 に大 きい人口のス コッ トラ ン ドと,最 小 人口のウェールズで構 成 され る。

注意すべ きは,イ ング ラン ド,ス コッ トラン ド,ウ ェールズ,北 アイルラン ドの4地 域は英国の法制度上

で明白に区別 された地域 であ り,同 じことであ るが,英 国で制定 された法律 と行政規則 は,そ れ ら法令そ

れぞれによって,4地 域の どこに適用され るかが しばしば異 なることである。

12)ACASの 沿革:については,TowersandBrown[2000]が 重要参考文献 である。

13)英 国で公表 され る統計 数値 は,法 制度 と同様に,そ れが 国土の どこの ものなのかに留意が必要であ る。一

般的にいえば,「連合王国」の統計数値なのか,「 グレー ト・ブ リテン」の統計数値なのか.「 イングラン ド」

の統計数値なのか.こ れらの うちの どの地域の統計数値 なのかの区別である。 本論文 でも留意が必要であ

る。

14)こ の論点 をあ る英国の労使 関係研究者 にたまた ま話 した ところ,彼 に よれば,英 国の集 団労働争議の統計

数値をかつて精査 した ときに,類 似 の問題 を経験 した とい う。

15)表1の 原表 の一つであるWaddington[2003:225]に は,「労働損失 日数」を産業別でみた数値の記載があ る。

1984年 のそれによると,産 業 「鉱山,エ ネルギー,水 道」で著 しく多 く,他 産業では少 ない。
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16)数 値 を省略 した年 が1978年 までにい くつか存在するけれ ども,そ れ らを考慮 に入れて も,1979年 が ピーク

の年である。

17)McCammonが 作成 したFigurelに よれば,1970年 代半 ばから1997年 までと,期 間をよ り狭めた場合の方が,

よ り適切なクロス を描ける ように思われる。

is)推 測 できる情報 と して,た とえば,厚 生労働省[2005]が ある。これによると,紛 争調整委員会へのあ っ

せ ん申請受理件数6,019の71.1%は 「労働組合の ない事業所 の労働者」か らであ り,労 働局長に よる助言指

導受付件数5287の71,1%は 「労働組合のない事 業所 の労働者」 か らであ った。両者の7U%は 偶然の一致

であ る。そ して,い いかえると,289%は 「労働 組合 のある事業所の労働者」 となる。「労働組合のない事

業所」 との文言か ら して,こ の 「労働組合」は企業内組合が大多数 と考えてよいであろ う。 また 「労働者」

のなか に,非 組合 員が含 まれるのは当然 に して も,相 当数の企業内組合員 もまた含 まれる と推 測 してよい

であろ う。
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